
 
奈
良
県
立
学
校
に
お
け
る
学
校
運
営
協
議
会
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
八
年
一
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

奈
良
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

大 

石 

健 
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奈
良
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号 

 
 

 

奈
良
県
立
学
校
に
お
け
る
学
校
運
営
協
議
会
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

 
 

 

則 

奈
良
県
立
学
校
に
お
け
る
学
校
運
営
協
議
会
の
設
置
等
に
関
す
る

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

 

第
三
条
第
一
項
中
第
五
号
を
第
六
号

第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下

第

一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

 

 

二 

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る

に
規
定
す
る
業
務
量
管
理
・
健
康
確
保
措
置
の
実
施
に
関
す

 

 
 

 

附 

則 

こ
の
規
則

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
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